
内
閣
府

○

郵
便
貯
金
銀
行
及
び
郵
便
保
険
会
社
に
係
る
移
行
期
間
中
の
業
務
の
制
限
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
八
年

令
第
三
号
）

総
務
省

改

正

案

現

行

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
郵
便
保
険
会
社
若
し
く

３

第
一
項
第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
郵
便
保
険
会
社
若
し
く

は
そ
の
子
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
行
う

は
そ
の
子
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
行
う

べ
き
者
、
監
査
役
若
し
く
は
従
業
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
郵
便
保
険
会

べ
き
者
、
監
査
役
若
し
く
は
従
業
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
郵
便
保
険
会

社
等
の
役
職
員
」
と
い
う
。
）
又
は
郵
便
保
険
会
社
を
所
属
保
険
会
社
等
と
す

社
等
の
役
職
員
」
と
い
う
。
）
又
は
郵
便
保
険
会
社
を
所
属
保
険
会
社
等
と
す

る
生
命
保
険
募
集
人
、
そ
の
役
員
若
し
く
は
従
業
員
（
郵
便
保
険
会
社
等
の
役

る
生
命
保
険
募
集
人
、
そ
の
役
員
若
し
く
は
従
業
員
（
郵
便
保
険
会
社
等
の
役

職
員
を
除
く
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と

職
員
を
除
く
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と

を
い
う
。

を
い
う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

保
険
業
法
第
二
百
九
十
四
条
第
一
項
、
第
二
百
九
十
四
条
の
二
若
し
く
は

三

保
険
業
法
第
三
百
条
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
同
法
第
三
百
条
の
二
に
お

第
三
百
条
第
一
項
の
規
定
、
同
法
第
三
百
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
若

商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
若
し
く
は
第
八
号
若
し

し
く
は
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
保
険
業
法
第
三

く
は
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
三

百
七
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
行
為

十
四
条
の
二
十
一
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
保
険
業
法
第

三
百
七
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
行
為

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）


